
一 頁 
 

○ 総 務 省 告 示 第   号 

 電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ） 第 五 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 電 気

通 信 番 号 計 画 （ 令 和 元 年 総 務 省 告 示 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 変 更 す る 。 

  令 和  年  月  日 

総 務 大 臣 武 田 良 太    

 次 の 表 に よ り 、 変 更 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 変 更 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。 

 

 

 

 

 



二 頁 
 

 

 

変  更  後 変  更  前 

別表第４ 本人特定事項の確認方法 別表第４ 本人特定事項の確認方法 

［１・２ 略］ ［１・２ 同左］ 

３ 特定事業者は、２(1)イからチまで又は(2)イ若しくはニに掲げる方法（２(1)ハに掲げる方法に

あっては当該最終利用者の現在の住居が記載された次に掲げる書類のいずれか（本人確認書類を除

き、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受

ける日前６月以内のものに限る。以下「補完書類」という。）の提示を受ける場合を、２(1)ニに

掲げる方法にあっては当該最終利用者の現在の住居が記載された補完書類又はその写しの送付を受

ける場合を除く。）により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはそ

の写しに当該最終利用者の現在の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないと

き又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に当該最終利用者の現在の住居の情報の記

録がないときは、当該最終利用者又はその代表者等から、当該記載がある当該最終利用者の本人確

認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完

書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該最終利用者の現在の住居又は本店若しくは

主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、２の規定にかかわらず、２

(1)ロ若しくはチ又は(2)ニに規定する取引関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又

はその写しに記載されている当該最終利用者の住居又は本店等に宛てて送付するものとする。 

３ 特定事業者は、２(1)イからチまで又は(2)イ若しくはニに掲げる方法（２(1)ハに掲げる方法に

あっては当該最終利用者の現在の住居が記載された次に掲げる書類のいずれか（本人確認書類を除

き、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受

ける日前６月以内のものに限る。以下「補完書類」という。）の提示を受ける場合を、２(1)ニに

掲げる方法にあっては当該最終利用者の現在の住居が記載された補完書類又はその写しの送付を受

ける場合を除く。）により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確認書類又はその写

しに当該最終利用者の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当

該最終利用者又はその代表者等から、当該記載がある当該最終利用者の本人確認書類若しくは補完

書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写

しの送付を受けることにより、当該最終利用者の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在

地を確認することができる。この場合においては、２の規定にかかわらず、２(1)ロ若しくはチ又

は(2)ニに規定する取引関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載

されている当該最終利用者の住居又は本店等に宛てて送付するものとする。 

 ［(1)～(5) 略］  ［(1)～(5) 同左］ 

［４～６ 略］ ［４～６ 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 


